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はじめに 
私たちのまち国分寺市は、国分寺 崖

が い

線
せ ん

をはじめ、樹林地、農

地、湧水、用水、野川などの緑や水が身近に残る住宅都市です。

これら本市の自然の多くは、 古
いにしえ

より人々の暮らしに恵みをもた

らすとともに、人の手が関わることによって形成・維持されてきた

二次的自然であり、人と自然の共生の歴史であると言えます。 

本市ではこれまで、平成 16（２００４）年 3 月に『国分寺市環境基本計画』を、平成 26（２０１４）

年３月に『第二次国分寺市環境基本計画』を策定し、人と自然が共生し、環境負荷の少ない持続

可能な社会を構築することを目指して市民・事業者の皆様と連携・協働しながら様々な環境施策

を推進してまいりました。 

しかしながら、地球温暖化や生物多様性の損失をはじめとする今日の環境問題は、背景や要

因が相互に関連して複雑化するとともに、加速化・深刻化してきており、これらの問題は、令和１２

（2030）年までに回復軌道に転じなければ、劇的な損失や不可逆的な変化が起こる可能性があ

ると言われています。 

また、環境の変化が市民生活へ及ぼす影響が深刻さを増す一方で、若者世代を中心とした身

近な自然や生きものへの興味・関心の希薄化、自然とふれあう機会の減少といった問題も顕在

化しており、環境施策の基盤となる環境教育・環境活動について、早急かつ体系的な取組を講じ

る必要があります。 

これらの背景を踏まえ、この度策定しました『第三次国分寺市環境基本計画』では、生物多様

性地域戦略を包含した内容とするとともに、複雑化・加速化する環境問題に対応するために、長

期目標（２０５０年の環境像）から逆算して、令和１２（2030）年度までの計画期間で達成しなけれ

ばならない目標を見据え、選択と集中の視点を持ち、4 つの戦略を切り口とした分野横断的な施

策体系へと刷新いたしました。 

先人から受け継いだ健康で恵み豊かな環境を享受し、誇りをもって次世代に引き継ぐために

は、私たち一人ひとりが国分寺市の自然に愛着を持ち、環境問題を自分事として考え、共に行動

することが重要です。市民・事業者・市が一丸となり、「オール国分寺」で 2050 年の環境像「緑・

水・生きもの・多様なつながり 人と自然の共生の歴史を未来へ引き継ぐまち」を実現するため、

引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定に当たり、国分寺市環境審議会及び国分寺市環境推進管理委員会を

はじめ、環境ひろば、次世代アンケート、市民ワークショップ、パブリック・コメント等でご協力いた

だきました皆様に、心より感謝と御礼を申し上げます。 

 

 

令和 7（２０２５）年 3 月 

 

                                 国分寺市長 
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第１章 計画の基本的事項 

１ 計画の目的 

「国分寺市環境基本計画」（以下「環境基本計画」と言います。）は、国分寺市環境基本条例

（平成16年条例第21号）第7条の規定に基づき策定する、環境分野における基本となる計画です。

本計画は、環境の保全、回復及び創造に関する目標並びに施策の方向性等を定めることにより、

環境施策の総合的かつ計画的な推進を図る役割を担っています。 

本市では、これまで「環境基本計画（平成16年3月）」、「第二次環境基本計画（平成26年3

月）」に基づき、様々な環境施策を実施してきました。しかしながら、この間に社会情勢は大きく変

化し、近年では、地球温暖化や生物多様性の損失など、背景や要因が相互に関連しあい、複雑

化した環境問題への迅速な対応が求められています。 

本計画は、「第二次環境基本計画」が令和6（2024）年度で計画期間を満了することから、多

様で複雑化した環境問題に対応し、良好な環境を次世代へ引き継ぐことを目的として策定するも

のです。 

 

２ 計画の位置付け 

環境基本計画は、環境施策を総合的かつ計画的に進めるための計画であり、本市の最上位計

画である「国分寺市総合ビジョン＊」の環境分野を具体的に展開していくものです。 

本計画は、環境分野の個別計画のうち、地球温暖化対策及び気候変動＊適応に関わる「国分

寺市ゼロカーボン行動計画＊」及び「国分寺市役所ゼロカーボン行動計画（第五次国分寺市地球

温暖化防止行動計画（市役所版））＊」の内容と整合を図るとともに、生物多様性基本法第１３条

に基づく「国分寺市生物多様性地域戦略」を包含した内容の計画とします。 

 

国 環境基本計画
生物多様性国家戦略

都 環境基本計画
生物多様性地域戦略 国分寺市総合ビジョン

国 市

環
境
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本
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等
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【環境分野の個別計画】

国分寺市環境基本計画

本計画の位置付け 
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３ 計画の対象範囲 

（１）対象とする環境の範囲 
本計画では、①地球環境、②自然環境、③循環型社会＊、④生活環境、⑤環境学習・行動変容

を対象分野の範囲とします。 

計画の対象範囲 

分 野 主な要素 

①地球環境 地球温暖化の緩和、気候変動＊への適応 など 

②自然環境 
緑（国分寺崖

がい

線
せん

＊の緑・雑木林＊・農地・公園・街路樹・植栽・庭

など）、水環境（湧水・用水・池・野川など）、生物多様性  など 

③循環型社会 資源循環（３Ｒ＊・適正処理など）、地域経済循環 など 

④生活環境 
大気汚染・水質汚濁、騒音・振動、土壌汚染、有害化学物質、 

まちの美化 など 

⑤環境学習・行動変容 環境学習、環境活動、人材育成、情報発信 など 

（２）対象地域 
本計画は市内全域を対象とします。ただし、環境問題の多くが行政境に限らず、広域的に関わ

ることから、国や東京都、他自治体との連携についても記載します。 

（３）計画の担い手 
環境問題は、市民、事業者及び市の全ての主体と深く関わるものであり、各主体が環境への意

識と責任感を持って本市の環境を次世代へ引き継ぐために行動することが重要です。 

本計画の推進主体は、市民、事業者及び市であり、それぞれの主体的な取組と連携・協働＊に

より、計画を推進していきます。 

 

４ 計画の期間 

世界的に加速化・深刻化する地球温暖化や生物多様性の損失などの環境問題については、令

和12（2030）年までの取組が極めて重要であり、国や東京都の関連計画（環境基本計画、生物

多様性国家戦略など）においても目標年を令和12（2030）年としています。 

これらを踏まえ、本計画では、令和１２（2030）年度を目標年度とした６年間を計画期間とし、

長期的な目標として令和３２（2050）年を見据えた将来像を設定します。 

なお、計画期間中、社会情勢の変化などが生じた場合は、適宜、必要な見直しを行います。 

年度 
令和７ 

（2025） 

令和８ 

（2026） 

令和９ 

（2027） 

令和10 

（2028） 

令和11 

（2029） 

令和12 

（2030） 
… 

令和32 

（2050） 

計画

期間 

 
     … 

 
第三次環境基本計画・実施計画 

（令和７～12 年度） 
長期目標 
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５ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関係 

SDGsとは、平成27 （2015 ）年９月に国連サミットで採択された持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）のことです。地球上に「誰一人取り残さない（ leave 

no one behind）」という理念のもと、令和12（2030）年を達成期限とする、17のゴールと169

のターゲット及びその進展を評価するための232の指標で構成される包括的な目標です。これら

の目標の相互の関係性を示すものとしてSDGsウェディングケーキモデルがあります。 

同モデルは、SDGsの目標17をケーキの頂点として、「経済圏」「社会圏」「生物圏」の３つの階

層に分類したものです。経済の発展には社会が健全であることが必要であり、健全な社会は豊か

な生物圏（環境）があって初めて成り立つことを示しています。 

環境が全ての土台であるとともに、経済・社会・環境は、互いに影響し、密接に関連しており、こ

れら３つの側面のバランスの取れた推進が重要とされています。 

地方自治体においても目標達成に貢献する取組を進めることが求められており、その中でも環

境施策が果たす役割は非常に大きなものとなっています。 

本計画においても、環境施策を推進することで次に示すSDGsの目標達成に貢献していきます。 

 
ＳＤＧｓウェディングケーキモデル 

 

 

 

 

 

 

  

（経済圏）

（社会圏）

（生物圏）

出典： 「Looking back at 2016 EAT Stockholm Food Forum – Stockholm」を一部加工 

   

本計画と特に関連が深い SDGs に掲げられているゴール 
目標 3 目標 11 目標 14 

すべての人に健康と福祉を 住み続けられるまちづくりを 海の豊かさを守ろう 

目標 6 目標 12 目標 15 

安全な水とトイレを世界中に つくる責任つかう責任 陸の豊かさも守ろう 

目標 7 目標 13 目標 17 

エネルギーをみんなに 気候変動に具体的な対策を パートナーシップで目標を 

そしてクリーンに  達成しよう 
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６ 計画改定に当たって 

環境基本計画の改定に当たっては、国分寺市環境審議会（以下「環境審議会」と言います。）によ

る「次期（第三次）国分寺市環境基本計画のあり方に係る意見書」及び国分寺市環境推進管理委

員会（以下「環境推進管理委員会」と言います。）による「第二次国分寺市環境基本計画実施計画

総括評価報告書（第三次国分寺市環境基本計画の策定に向けて）」を踏まえ、次の視点を持って検

討を進めました。 

（１）計画のフレーム・構成 

 計画期間については、国や東京都の環境基本計画をはじめ、国際的な環境課題（気候変動＊

や生物多様性など）の評価年度（2030年）を踏まえた設定とすること。なお、社会情勢の変化

などが生じた場合、計画期間中にかかわらず必要に応じて計画内容等を見直すこと。 

 現在から未来を考える視点ではなく、長期目標（2050年の姿）から逆算して令和１２（2030）

年度までに何をすべきかを考えるバックキャストの視点から、実効性のある戦略的な施策体

系を構築すること。 

 総花的な計画ではない、社会情勢や地域特性、喫緊の課題を踏まえた戦略的な内容の施策

体系・取組を設定すること。 

（２）計画の策定プロセス 

 検討の各段階において、市民ワークショップを開催し、多様な世代から広く市民意見を聴取

すること。 

 中学生・高校生に相当する年代を対象としたアンケート調査の実施や大学との連携等により、

次世代を担う若者の意見を取り入れること。 

（３）計画の進行管理 

 令和12（2030）年度目標に対して、どの程度近づけたのかを分かりやすく示すため、施策や

取組をどれだけ実施したか、その活動量を示す「進捗管理の指標」と、その結果によってどの

ような効果を上げたのかを示す「成果指標」を設定し、計画の進行管理を行うこと。 

 計画の進行管理においては、環境推進管理委員会による点検・評価を行い、その結果を次年

度にフィードバックし、必要に応じて施策や取組の改善、計画の見直しを行う、PDCAサイク

ルを適切に進めること。 

 市の環境の現状と、本計画に基づく施策と取組の進捗状況を公表する「国分寺市環境報告

書」については、報告書の構成及び情報発信の方法を工夫し、市民に分かりやすい内容とす

ること。 
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第２章 環境をめぐる国内外の動向 

１ 深刻化する地球温暖化と脱炭素社会＊への転換 

■ パリ協定＊ 

平成27（２０１５）年にフランス・パリで開催された気候変動＊枠組条約第２１回締約国会議

（COP２１）では、令和２（２０２０）年以降の温室効果ガス＊排出削減などを進めるための新たな国

際的な枠組みとして「パリ協定」が採択されました。「パリ協定」では、世界共通の長期目標として、

世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、１.５℃に抑える

努力を追求すること、そして、今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが目標と

されています。 

 

■ COP26を契機に世界の大国が脱炭素化へ大きく転換 

令和３（２０２１）年にイギリス・グラスゴーで開催された気候変動枠組条約第２６回締約国会議

（ＣＯＰ26）では、「グラスゴー気候合意＊」が採択され、初めて国際社会がパリ協定の「1.5℃目

標」に足並みを揃え、２０５０年カーボンニュートラル＊(CN)に挑むことが強調されました。 

また、令和５（２０２３）年に日本・広島で開催された第４９回先進国首脳国会議（Ｇ７広島サミッ

ト）では、世界全体の温室効果ガスを令和元（２０１９）年比で令和12（２０３０）年までに約４３％、

令和17（２０３５）年までに約６０％削減する必要があることが確認されました。 

同年アラブ首長国連邦・ドバイで開催されたＣＯＰ２８では、ＣＯＰとしては初めて化石燃料＊か

らの脱却に向けたロードマップが承認され、この１０年で行動を加速させるという内容が、採択さ

れた合意文書で明示されました。 

このように、国際的に地球温暖化、気候変動への強い危機感が共有され、その対策が急速に

進展しています。 

 
年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域 

１)①Climate Ambition Allianceへの参加国、②国連への長期戦略の提出による2050年CN表明国、2021年４月の気候サミッ

ト・COP26等における2050年CN表明国等をカウントし、経済産業省作成（2021年11月９日時点） 

２）CO2排出量は、IEA（2020）、CO2 Emissions from Fuel Combustion を基にカウントし、エネルギー起源CO2のみ対象 

出典： 「資源エネルギー庁ホームページ」 

年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域 
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■ 2050年カーボンニュートラル＊宣言による国内の脱炭素の加速化 

国内でも地球温暖化対策の動きは活発化しています。令和２（２０２０）年１０月、当時の菅内閣

総理大臣は、所信表明演説で、「2050年までに温室効果ガス＊の排出を全体としてゼロにする、

すなわち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す。」ことを宣言しました。 

この政府の動きを受け、各省庁でも脱炭素化に向けた検討が加速し、地球温暖化対策の推進

に関する法律（平成１０年法律第１１７号。以下「地球温暖化対策推進法」と言います。）、「エネル

ギー基本計画」、「地球温暖化対策計画」などの主要な法令・計画等の見直しが行われました。 

 
■ ゼロエミッション＊東京戦略/2030年カーボンハーフ＊ 

東京都では、令和元（2019）年１２月に「ゼロエミッション東京戦略」が策定され、直面する気候

危機への認識を共有するとともに、令和３２（２０５０）年に目指すべき姿や、今後、実行すべき具

体的取組・ロードマップを明示し、都民や企業、団体等に脱炭素行動の呼びかけを行い、様々な

政策をスタートさせました。 

その後、新型コロナウイルス感染症＊の猛威により世界が未曽有の危機に直面する中、気候危

機の状況は一層深刻化していることを受けて、「2050年ＣＯ２排出実質ゼロ」に向け、令和1２

（2030）年までの１０年間の行動が極めて重要であるとの認識のもと、令和３（２０２１）年１月、東

京都は、都内の温室効果ガス排出量を、令和1２（2030）年までに平成12（2000）年比で50%

削減することを目標とした「カーボンハーフ」を表明しました。同年３月には、「ゼロエミッション東

京戦略２０２０ Update & Report」が策定されました。 

２０３０年に向けた東京都の目標 

●都内温室効果ガス排出量（２０００年比） ： ５０％削減 

●都内エネルギー消費量（２０００年比） ： ５０％削減 

●再生可能エネルギー＊による電力利用割合 ： ５０％程度 

●都内乗用車新車販売 ： 100％非ガソリン化（２０３０年まで） 

●都内二輪車新車販売  ： 100％非ガソリン化（２０３５年まで） 

 

ゼロエミッション東京の実現に向けて具体的取組を進める６つの分野・１４の政策 
出典： 東京都「ゼロエミッション東京戦略２０２０ Update & Report」 
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２ 加速する生物多様性の損失とネイチャーポジティブ（自然再興）への移行 

■ 愛知目標の評価 

世界各国が生物多様性の損失の加速に危機感を共有する中、平成4（1992）年に「生物多様

性条約」が採択され、翌年発効されました。平成22（2010）年に愛知県名古屋市で開催された

生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）では、生物多様性の損失を止めるために、令和２

（2020）年の達成を目指し、地球規模の生物多様性に関する20の個別目標を掲げた「愛知目

標」が採択されました。 

しかし、令和２（2020）年9月に愛知目標の達成状況は、「20の目標のうち、６つの目標が部

分的に達成されたものの、完全に達成された目標はない」と評価されました。また、日本国内の生

物多様性についても、「生態系サービスは過去50年間、劣化傾向にある」と評価されています。 

 

愛知目標と達成状況 
出典： 「令和３年度環境白書」を一部加工   

※ 部分的に達成した目標を黄色囲み、未達成の目標

を赤色囲みで示しました。 
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■ 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択 

令和４（2022）年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）にて、愛

知目標に代わる新たな国際目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。令和

３２（２０５０）年ビジョン「自然と共生する世界」を目指すに当たって４つのゴールが設定され、その

実現のために達成しなければならない令和1２（２０3０）年ミッションとして「自然を回復軌道に乗

せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動を取る（ネイチャーポジティブ）」

ことが合意されました。 

また、これらのビジョンやミッションを達成するために2３のターゲットが設定され、その中には

「30by30＊」、「自然を活用した社会課題の解決（NbS）＊」、「空間計画に基づく効果的な地域

管理＊」、「環境配慮型農業＊の推進」、「侵略的外来種＊の導入率・定着率削減」、「生物多様性

に配慮した都市計画の確保」などが盛り込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 0１  ネイチャーポジティブ（自然再興）ってなに？ 

生物多様性の損失を減らし回復させる行動の内訳 

出典： 「地球規模生物多様性概況第 5 版（GBO５）」を一部加工 

「ネイチャーポジティブ（自然再

興）」とは、「自然を回復軌道に乗

せるため、生物多様性の損失を止

め、反転させること」を意味します。 

今の地球は、すさまじい速度で

生きものが絶滅しているなど「ネガ

ティブ」の状態にあります。 

これを令和 1２（２０3０）年までに

生物の種の数が回復していくなど

「ポジティブ」な状態にしていくため

に、生態系が豊かになるような経済

活動へ切り替えていく取組が進め

られています。 
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■ 「生物多様性国家戦略2023-2030」の策定 

令和５（2023）年３月に、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択に対応した我が国の

戦略である「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定されました。 

「生物多様性国家戦略2023-2030」では、生物多様性の損失と気候危機の「２つ危機」への

統合的対応や、ネイチャーポジティブに社会経済的な変革を含めて統合的にアプローチをするこ

とを強調しており、「自然を活用した社会課題の解決（NbS）＊」や「ネイチャーポジティブ経済の実

現」を含めた５つの基本戦略が掲げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生物多様性国家戦略 2023-2030 の構造 

出典： 「生物多様性国家戦略 2023-2030 の概要」 

令和 4（2022）年 12 月に採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組では、2030 年まで

に陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保存しようとする目標（30by30 目標）が示

されました。目標達成のためには、国の取組を推進することに加え、民間の取組等によって生物多

様性の保全が図られている区域を広げていくことも重要であることから、環境省では、令和５

（2023）年度から「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生

サイト」に認定しています。 

国分寺市内では、株式会社日立製作所の「国分寺

サイト 協創の森」（２２．４ha）が認定されています。 

サイト内の森の中には多様な生態系が広がり、森

の奥部は樹林環境及びそれが有する水源涵
かん

養機能

が維持されています。また、奥部以外では、定期的な

草刈りや低木のせん定などを実施し維持管理を行っ

ているほか、一級河川である野川の源流の一つとし

て湧水量の測定を実施しています。 写真提供： 株式会社日立製作所 

コラム 0２  自然共生サイト「国分寺サイト 協創の森」 
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■ 「東京都生物多様性地域戦略」の改定 

東京都は、令和５（2023）年４月に生物多様性基本法第13条に基づく東京都の地域戦略とし

て「東京都生物多様性地域戦略」を改定しました。 

「東京都生物多様性地域戦略」では、令和1２（２０3０）年に達成すべき目標として「生物多様

性を回復軌道に乗せる＝ネイチャーポジティブの実現」を掲げ、３つの基本戦略に対する行動目

標と、地形区分（山地、丘陵地、台地、低地、島しょ部）ごとの将来像を設定し、その実現に向けた

行動方針を定めています。 

 

 
東京都生物多様性地域戦略の概要 
出典： 「東京都生物多様性地域戦略概要版」 
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３ 循環型社会＊の形成 

■ 海洋プラスチック問題 

プラスチックを含む海洋ごみによって、生態系を含めた海洋環境の悪化等の問題は深刻化して

います。この地球規模の環境問題について、令和元（2019）年6月に行われたG20大阪サミット

では、令和３２（２０５０）年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減する

ことを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が提案され、世界共通のビジョンとして共有され

ました。 

令和4（2022）年２月から３月にかけて開催された第５回国連環境総会再開セッションにおい

て、「プラスチック汚染を終わらせる：法的拘束力のある国際約束に向けて」が採択され、プラスチ

ック汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）の策定に向けた政府間交渉委員会の設立

が合意されました。 

■ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 

令和元（2019）年5月に、政府は、海洋プラスチックごみ問題、気候変動＊問題、諸外国の廃棄

物輸入規制強化の幅広い課題に対応するため、「プラスチック資源循環戦略」を策定し、

3R+Renewableの基本原則＊と、6つの野心的なマイルストーン＊を目指すべき方向性として掲

げました。さらに、令和4（2022）年4月には、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関

わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進するための措置を盛り込んだ

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。 

■ 東京都プラスチック削減プログラム 

東京都では、令和3（2021）年12月にゼロエミッション＊東京戦略の個別分野のプログラムとし

て「東京都プラスチック削減プログラム」を策定しました。これまでの廃棄物のリサイクル率等の目

標に加え、プラスチックに関する令和1２（２０3０）年目標を掲げた取組が示されています。 

■ 食品ロス＊の削減の推進に関する法律の施行 

ＳＤＧsにおいて、食品ロスの削減に関する具体的な目標が掲げられたことを踏まえ、我が国で

は、令和元（2019）年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されました。また、令

和２（2020）年３月には、同法に基づき、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るた

め、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が策定されました。 

■ 東京都食品ロス削減推進計画 

東京都では、令和３（2021）年３月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく「東京都

食品ロス削減推進計画」を策定しました。同計画では、令和３２（2050）年に食品ロス発生量の

実質ゼロを掲げています。この中で生産から消費に至るまでのあらゆる段階で発生している食品

ロスは、資源の無駄だけでなくCO2排出の面からも喫緊に取り組むべき課題であること、多岐に

わたる食品ロス対策を着実に進めるため、事業者、消費者、行政等が緊密に連携を図り一丸とな

って取組を推進することなどが示されています。 
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４ 環境と経済の共生 

■ ＥＳＧ＊金融 

持続可能な社会の実現に向けて産業・社会構造の転換を促すには、巨額の資金が必要であり、

民間資金の導入が不可欠です。世界では、パリ協定＊やＳＤＧｓ等を背景として、財務情報だけで

なく、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の３つの視点から企業

を評価した投融資行動（ESG金融）が拡大しています。 

このような資金の流れは、日本でも近年急速に拡大しており、世界全体のＥＳＧ投資残高に占

める日本の割合は、平成28（２０１６）年時点では約２％にとどまっていましたが、令和２（２０２０）

年には約８％を占めています。ESG投資を呼び込むためには、SDGsや脱炭素を意識した事業

活動が求められています。 

 

■ 循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行 

循環経済とは、資源（製品や部品等を含む）を循環利用し続けながら、新たな付加価値を生み

出し続けようとする経済システムのことです。物質の大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とする

一方通行型の線形経済（リニアエコノミー）の反対概念として位置付けられたものです。循環経済

への移行は、企業の事業活動の持続可能性を高めるため、ポストコロナ時代における新たな競争

力の源泉となる可能性を秘めており、新たなビジネスモデルの台頭が国内外で進んでいます。 

我が国においては、令和２（2020）年５月に策定した「循環経済ビジョン2020」において環境

活動としての３Ｒ＊から経済活動としての循環経済への転換等の方向性が示され、令和５（2023）

年３月には、この方向性を踏まえ、国内の資源循環システムの自律化・強靭化と国際市場獲得を

目指した総合的な政策パッケージである「成長志向型の資源自律経済戦略」が策定されました。 

 

■ GX（グリーントランスフォーメーション) ＊ 

ＧＸとは、気候変動＊による環境問題の深刻化を背景に、２０５０年カーボンニュートラル＊や、温

室効果ガス＊排出削減目標の達成に向けた取組を経済成長の機会と捉え、排出削減と産業競争

力の向上の実現に向けて、経済、環境及び社会の好循環を生み出す、経済社会システム全体の

変革のことです。これは、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造を、クリーン

エネルギー中心のものへと転換する、産業・エネルギー政策の大転換を意味しています。 

世界では今、ＧＸの実現に向けた投資競争が加速しています。我が国でも、ＧＸの取組を加速

させることは、エネルギーの安定供給につながるとともに、日本経済を再び成長軌道へと戻す起爆

剤としての可能性を秘めているとして、ＧＸを実行するための議論が重ねられ、「ＧＸ実現に向け

た基本方針」が令和５（2023）年２月に閣議決定されました。  
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第３章 国分寺市の環境の現状と課題 

１ 国分寺市の概況 

（１）地勢・気候 
本市は、東京都の中心（重心）、いわゆる東京の「へそ」に位置しており、市域は、東西約

5.68km、南北約3.86km、面積11.46km2です。 

地形としては、武蔵野段丘と急な崖を境にして一段低い平坦地の立川段丘、さらに武蔵野段

丘をきざむ野川上流の谷でできており、海抜の最高地点は西町五丁目付近で約92ｍ、最低地点

は東元町一丁目付近で約55ｍとなっています。 

武蔵野段丘と立川段丘との境には、市の北西端から南東端まで連続している急な崖があり、

「国分寺崖
がい

線
せん

＊」と呼ばれています。大田区まで連続する東京の代表的な崖線であり、市の地形

的な特徴となっています。 

本市の気候は、夏季は高温多湿、冬季は乾燥した晴天が多い関東平野南部の一般的な気候

ですが、近年は、地球温暖化等の影響による気温の上昇傾向が見られます。 

 
国分寺市の概況 

資料： 地理院地図 Vectorを用いて作成 
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国分寺市周辺（府中観測所）の年平均気温の推移 
資料： 「気象庁資料」をもとに作成  

西国分寺駅  

恋ヶ窪駅  

小金井市 

府中市 

武蔵野段丘 

国分寺崖線 
立川段丘 

立川市 

国立市 

小平市 国分寺市 

［年］ 
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（２）人口・世帯数 
全国の人口は既に減少に転じていますが、本市の人口と世帯数は増加傾向にあります。近年、

市の人口は１２～１３万人の間で推移しており、将来の人口は、令和22（２０40）年頃にピークを

迎えた後、減少に転じる見込みです。 

年齢別では、６５歳未満の人口は令和12（２０３０）年よりも前にピークを迎え、それ以降は減少

に転じる見込みであるのに対し、６５歳以上の人口は令和12（２０３０）年以降も増加する見込み

です。 

また、世帯数は、特に単身世帯が増加傾向にあります。そのため、一世帯当たりの人員は３０年

間で２.４４人から２.０２人まで減少しています。 

 

 

人口の推移と将来推計 
資料： 「国分寺市統計」、「国分寺市人口ビジョン（第３版）」をもとに作成  

  
世帯数と世帯人員の推移 

資料： 「オール東京６２市区町村共同事業＊提供資料」をもとに作成  

98,654 102,758 105,381
112,321 116,317

119,379
125,170 126,862 127,792 131,141 132,061 130,564

0
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40,000

60,000
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（人）

年少人口（0-14才） 生産年齢人口（15-39才） 生産年齢人口（40-64才） 老年人口（65才以上）

将来推計値

15,317 18,737 21,694 22,191 25,667 26,469 29,880

26,109
27,598

29,408 32,944
32,108 32,661

34,082

2.44

2.28
2.18 2.13 2.08 2.08 2.02
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2.00
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20,000

40,000

60,000

80,000

100,000
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単身世帯 二人以上世帯 世帯人員

41,426
46,335

51,102
55,135

57,775 59,130
63,962

世帯数
（世帯）

世帯人員
（人/世帯）

［年］

※各年 1 月 1 日現在。平成２４（2012）年 7 月 9 日の住民基本台帳法改正により、平成 27（2015）年以降の

値には外国人も含まれます。 

［年］ 
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（３）土地利用・交通 
■ 土地利用 

本市は、ＪＲ中央線、ＪＲ武蔵野線、西武国分寺線、西武多摩湖線など、交通ネットワークが充

実しており、都心へのアクセス性も高いことから、住宅都市としての特性を有しています。 

市内の土地利用は、住宅（用地）が最も多く、46.8％を占めています。そのほかには道路や鉄

道などの交通用地や農用地の割合が多くなっています。推移を見ると、農用地、森林（樹林地）等

が減少し、住宅（用地）が増加しています。 

 

  
土地利用の推移 

資料： 「土地利用現況調査」をもとに作成  
 

 
戸建住宅・共同住宅数の推移 

資料： 総務省「住宅・土地統計調査報告」をもとに作成 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

2002

2007

2012

2017

2022

公共 商業

［年度］

住宅 工業
農業
施設

公園等 屋外利
用地等

交通 農用地 森林 水面 その他

8.5 4.3 41.2 1.3
0.6
2.5

7.1 14.8 16.4 3.2
0.2

0.0

9.0 4.3 43.2 1.0
0.5
2.7

5.8 15.4 14.8 2.9
0.2
0.0

9.2 4.3 44.0
1.0

0.5
2.8

6.2 15.3 13.7 2.7 0.2
0.0

9.4 4.5 45.6
1.0

0.4
2.8

5.1 15.5 12.8 2.6
0.2
0.0

9.4 4.8 46.8
0.9

0.4

2.8
5.4 15.7 11.1 2.3

0.2
0.0

21,370
23,430 24,000

26,010

34,490
36,770

35,720
37,880

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2008 2013 2018 2023

戸建住宅 共同住宅

［戸］

［年度］

※端数処理の関係上、合計値や割合が一致しない場合があります。 



 

16 

資

料

編 

第

１

章 

第

２

章 

第

３

章 

第

４

章 

第

５

章 

第

６

章 

■ 開発事業 

本市では、良好な住環境を創出するため、国分寺市まちづくり条例（平成16年条例第18号）に

おいて、一定規模以上の開発事業を対象に、道路後退、公開空地、敷地面積の最低限度、接道

部・敷地内の緑化等の土地利用に関するルールを定め、事業者へ指導・協議を行っています。 

開発事業件数は、平成29（2017）年度まで増加傾向にありましたが、近年は50件前後で推

移しています。 

用途別に見ると、令和4（2022）年度は、宅地（主に戸建住宅の建築を目的とした宅地造成）

が41.3％、共同住宅等（複合用途含む）が34.8％となっており、住宅系の開発事業が7割以上

を占めています。 

 
国分寺市まちづくり条例に基づく開発事業件数 
資料：  「国分寺市まちづくり条例運用報告書」をもとに作成  

  
用途別開発事業件数の割合（令和 4（2022）年度） 
資料：  「令和４年度国分寺市まちづくり条例運用報告書」をもとに作成  
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［年度］

宅地

41.3%

共同住宅等

（複合用途含む）

34.8%

店舗・事務所

13.0%

その他

10.9%

※複合施設については主要な用途で区分しています。 

 

開発区域面積 
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■ 交通 

令和3（2021）年度の本市の自動車登録台数は、27,610台であり、近年は27,000台で推移

しています。 

また、パーソントリップ調査における本市の代表交通手段の割合は、平成30（2018）年では、

鉄道38％、路線バス３％、自動車13％、二輪車１％、自転車19％、徒歩28％となっており、東京

都全体と比べ、自動車の割合が低く、鉄道・自転車・徒歩の割合が高くなっています。 

平成20（2008）年と比較すると、利用割合は鉄道と徒歩がそれぞれ３ポイント増加した一方で、

自動車は４ポイント減少しています。 

 
自動車登録台数の推移（各年度末） 

資料：  「東京都統計年鑑」をもとに作成  
 

 
代表交通手段の割合 

資料：  「東京都市圏パーソントリップ調査」をもとに作成 

 

1,664 1,632 1,580 1,574 1,536 1,509 1,509 1,502
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[台]

28,255 28,066 27,922 27,755 27,536 27,389 27,406 27,610

［年度］
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※端数処理のため合計が 100％にならない場合があります。 
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（４）産業 
■ 事業所数・従業員数 

令和３（２０２１）年時点の市内の事業所数は3,481事業所、従業者数は36,552人です。 

事業所数の割合は、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉などの第３次産業

が主であり、90.9％を占めます。建設業、製造業などの第２次産業は8.9％、第１次産業である

農林漁業は0.2％です。 

また、中小規模の事業所が多く、従業員規模が10人未満の事業所が約75％を占めます。 

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。 

国分寺市の産業構造（事業所数の割合） 
出典：  総務省・経済産業省「令和３年経済センサス‐活動調査結果」をもとに作成  

 
      従業者数の推移                従業者規模別事業所数  

出典 : 総務省・経済産業省「令和３年経済センサス‐活動調査結果」をもとに作成 

   

第1次産業
0.2%

第2次産業
8.9%

第3次産業
90.9%

農林漁業
0.2%

建設業
6.4% 製造業

2.5%

電気・ガス・熱供給・水道業
0.1%

情報通信業
2.6%

運輸業・郵便業
0.7%

卸売業・小売業
20.6%

金融・保険業
1.1%

不動産業・物品賃貸業
10.7%

学術研究・専門・技術サービス業
6.7%

宿泊業・飲食サービス業
13.8%

生活関連サービス業・娯楽業
8.3%

教育・学習支援業
6.3%

医療・福祉
14.1%

複合サービス業
0.4%

サービス業（他に分類されないもの）
4.9%

公務（他に分類されるものを除く）
0.6%

※出向・派遣従業員のみの15事業所除く。 
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■ 農業 

市の面積に占める農地面積の割合は11.2％で、多摩２６市では３番目に高くなっています。 

本市は都市農業が盛んであり、平成27（2015）年度から市内農家が生産し、販売する地場産

農畜産物が「こくベジ」の愛称でブランディングされ、市民に親しまれています。一方で、販売農家

数、販売農家人口、農地面積はいずれも減少傾向にあります。 

 

市の面積に占める農地面積の割合 
資料： 「令和４年度東京都の地域・区市町村別農業データブック」をもとに作成 

 
販売農家数、販売農家人口、農地面積の推移 

資料：  「国分寺市統計」をもとに作成  
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２ 国分寺市の環境 

（１）地球環境 
■ 市内の温室効果ガス＊排出量 

本市の令和２（２０２０）年度の温室効果ガス排出量は、３３６千ｔ-ＣＯ２です。そのうち、二酸化

炭素が約９割を占めています。東京都の基準年＊である平成12（２０００）年度比で８.７％増加し、

国の基準年である平成25（２０１３）年度比で１０.５%減少しており、平成24（２０１２）年度以降、

おおむね減少傾向で推移しています。 

 
市内の温室効果ガス排出量の推移 

出典： 「オール東京６２市区町村共同事業提供データ」をもとに作成  

■ 市の事務事業における温室効果ガス排出量 

市の事務事業における令和４（2022）年度の温室効果ガス排出量は、6,605t-CO2であり、

基準年である平成25（2013）年度比4.9％削減にとどまっています。また、温室効果ガス排出量

の99.9%以上を二酸化炭素が占めています。 

  

市の事務事業における温室効果ガス排出量の推移 
出典： 「国分寺市役所ゼロカーボン行動計画(第五次国分寺市地球温暖化防止行動計画（市役所版）) ＊」 

本市では、令和６（2024）年３月に、「国分寺市ゼロカーボン行動計画＊」及び、「国分寺市役

所ゼロカーボン行動計画（第五次国分寺市地球温暖化防止行動計画（市役所版））」を策定し、

両計画に示す温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向け、施策を推進しています。 
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※2013、2018、2019 年度は一般廃棄物の焼却による排出量を差し引いて算出しています。 
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■ 再生可能エネルギー＊導入量 

本市で導入が進んでいる再生可能エネルギー設備は、太陽光発電＊設備であり、そのうち戸建

て住宅を中心とした住宅用太陽光発電設備（10ｋＷ未満）の割合が多くなっています。 

令和3（２０２１）年度の再生可能エネルギー導入容量の合計は７ ,572ｋＷであり、そのうち太

陽光発電（10ｋＷ未満）が約８割を占めています。 

また、市内の再生可能エネルギー導入容量は、近年、増加傾向にあり、導入容量の増加と合わ

せて、市内の発電電力量も増加しています。 

本市では、住宅用太陽光発電機器等助成事業を平成25（2013）年7月から実施しており、令

和5（2023）年度までの助成による再生可能エネルギーの導入容量の累計は3,433kＷになりま

す。 

 
市内の再生可能エネルギー（太陽光発電機器）の導入容量の推移 

資料：  環境省「自治体排出量カルテ」をもとに作成 

  
国分寺市住宅用太陽光発電機器等助成による再生可能エネルギーの 

導入容量（累計）の推移 
資料：  「国分寺市住宅用太陽光発電機器等助成受付台帳」をもとに作成  
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（２）自然環境 
■ みどり率＊ 

本市は、国分寺崖
がい

線
せん

＊やお鷹の道・真姿の池湧水群など、豊かな緑と水に彩られたまちで、農

地や樹林地が残っており、武蔵野の面影を残しています。しかし、都市化の進展に伴い、農地など

の緑は減少傾向にあります。東京都が実施した調査結果をもとに算定した本市のみどり率は、平

成30（2018）年は３４.8％となっており、平成25（2013）年以降の５年間で２.２ポイント減少して

います。 

 
※ 平成 30（2018）年の東京都調査では、従来に比べて高い精度で緑を抽出することができる近赤外線画像を活用した調査手

法となっています。平成 25（2013）年参考値は、平成 25（2013）年の航空写真と近赤外線画像を用いて平成 30（2018）

年調査と同じ手法により算出した値です。平成 20（2008）年については、近赤外線画像がないため、計算を行っていません。 

みどり率の推移 
資料：  「令和５年度国分寺市環境報告書（令和４年度実績）」及び「東京都みどり率調査結果」をもとに作成 

 

■ 公園面積 

本市の公園については、都市公園、都市公園以外の市立公園ともに面積は増加しています。 

また、平成26（2014）年から令和5（2023）年の10年間で、市の人口は約１万人増加していま

すが、一人当たりの公園面積は2.35㎡から2.52㎡に増加しています。 

 
 

市内の公園面積の推移 
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資料：  「東京都公園調書」をもとに作成(各年度 4 月 1 日現在） 
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■ 湧水 

本市の湧水及び地下水の流量については、いずれも多量の降雨の後には増大し、渇水期には

流量が大幅に減少する傾向が見られます。 

経年変化について見ると、姿見の池東側水路は、平成12・13年度に実施された野川流域水環

境再生事業において、ＪＲ武蔵野線の地下短絡線が遮断していた不圧地下水帯水層＊の地下水

を姿見の池に導水したことにより、平成14（2002）年度以降の各年のピーク流量が平成13

（2001）年度以前に比べ、著しく増大しています。 

真姿の池東側水路、国分寺東側水路については、大きな経年変化は見られません。 

 真姿の池東側水路（真姿の池湧水） 

 国分寺東側水路（国分寺湧水） 

 姿見の池東側水路（姿見の池湧水） 

流量測定結果と府中観測所月降水量の経年変動 
出典：  「令和５年度湧水地等の水量・地下水位調査」   
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本市では、湧水の保全、雨水排水量の抑制等を目的に、雨水浸透ます設置事業を推進してお

り、事業を開始した平成2（1990）年度からの累計設置数は、59,041基に上ります。 

 
市内における雨水浸透ます設置数 
資料： 「国分寺市環境報告書」をもとに作成 

■ 農地 

農地の面積は市の面積の約11.2％（令和5（2023）年１月１日現在）を占めており、このうち、

約９割が生産緑地＊に指定されています。 

生産緑地の多くは平成４（1992）年に指定されたものであり、全体の約８割が該当します。生

産緑地の指定から30年間の営農義務の期限となる令和４（2022）年に一斉に解除されることが

全国的に懸念されましたが、指定期間を10年間延長する特定生産緑地制度の導入により、懸念

される事態には至りませんでした。 

本市では、特定生産緑地への移行手続の円滑化を図るとともに、生産緑地の追加指定促進の

ための周知活動に取り組んでいますが、市内の農地面積は減少傾向にあります。 

 
市内の農地面積の推移（各年１月１日現在） 

資料：  「国分寺都市計画生産緑地地区の指定について」をもとに作成  
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生産緑地＊地区追加指定面積の推移（各年１月１日現在） 

資料： 「国分寺都市計画生産緑地地区の変更図書」をもとに作成 
 
 
 

 

生産緑地の分布（令和6（2024）年１月１日現在） 
資料： 「国分寺都市計画生産緑地地区の変更図書」をもとに作成 
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（３）生物多様性 

１）生物多様性とは 
「生物多様性」は、「生きものの豊かな個性とつながり」と表現できます。地球上に生命が誕生し

て以来、40億年という長い年月の中で様々な環境に適応して進化し、約3,000万種とも言われ

る多様な生きものが生まれました。これらの生きものは、森や川、草原、湿地、海など様々な場所

で、食べる・食べられるの関係や直接的・間接的に助け合う関係などのつながりを持ち、複雑に関

わって存在しています。 

「生物多様性」には、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」の３つのレベルが

あり、この３つのレベルの多様性を保全していくことが重要です。 

 

■ ３つのレベルの生物多様性 

① 生態系の多様性 

森林、河川、湿地、農地といった、土地ごとに異なる地形や気候など、それぞれの地域の環境

で形づくられる、自然環境のまとまりを表す「生態系」が多様であることを言います。 

②種の多様性 

いろいろな動物、植物、菌類、バクテリアなどが生息・生育していることを言います。地球上に

は既に知られているものだけで約175万種の生きものが存在し、まだ知られていない生きもの

を含めると約3,000万種が存在すると推計されています。 

③遺伝子の多様性 

同じ種であっても、個体や同じ種の群れの間に遺伝子レベルでは違いがあることを言います。

例えば、アサリの貝殻模様は様々ですが、これは遺伝子の違いによるものです。 

 
 ３つのレベルの生物多様性 

出典： 「東京都生物多様性地域戦略」  
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■ 生物多様性の恵み（４つの生態系サービス） 

私たちの暮らしは、食料や水、空気など、生態系から得られる様々な恵みに支えられています。

これらの恵みは「生態系サービス」と呼ばれ、①供給サービス、②調整サービス、③基盤サービ

ス、④文化的サービスの４つに分類されます。 

 

 

 

 

 

私たちの暮らしを支える生態系サービス 

出典： 「考えてください生物多様性（環境省）」を一部加工 

  

① 供給サービス ② 調整サービス 

④ 文化的サービス ③ 基盤サービス 

食料、燃料、木材、繊維、薬品、

水など、人の日常生活に重要な

資源を供給するサービス 

気候の調整、大雨被害の軽

減、水の浄化などの環境を

制御するサービス 

精神的充足、美的な楽しみ、

レクリエーションの機会など

を与えるサービス 

供給・調整・文化的サービス

の供給を支えるサービス 
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■ 生物多様性をおびやかす「４つの危機」 

これまでの長い地球の歴史の中で、自然現象などの影響により生物の大量絶滅が起きてい

ますが、産業革命以降、世界規模で人間の活動が発展するのに伴い、現在はその絶滅速度が

さらに加速しています。令和５（2023）年12月に国際自然保護連合（IUCN）が公表した絶滅

のおそれのある世界の野生生物のリスト「レッドリスト＊」の最新版では、「絶滅の危機が高い」と

される種数は、１年前から比較して約2,000種増加し、44,016種に及ぶという結果が示されて

います。 

このような生物多様性の損失は、４つの危機が原因となって生じています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 高度経済成長期以降、大規模な開発や土地の改変が行われ、森林、農地、湿原、干潟と

いった生態系の規模が著しく縮小しています。 

 乱獲、盗掘、過剰な採取等により生きものの種や個体数が減少しています。 

 生態系の規模の縮小は、農産物や水産物の供給サービスの減少にもつながっています。 

第１の危機：開発など人間活動による危機 

 人口減少や高齢化によって、里地里山が管理されなくなることで、生態系が変化し、日当

たりを好む種の生息・生育場所が失われ、生物多様性が減少しています。 

 手入れ不足等の森林によって水源涵
かん

養や土砂流出防止等の機能が低下しています。 
 山間部などでは、耕作放棄された農地や放置された里山が、シカやイノシシなどの生息に

とって好ましい環境となることで、これらの野生生物が著しく増加し、森林などの生態系に

影響を与えています。 

第２の危機：自然に対する働きかけの縮小による危機 

 人間によって、他の地域から持ち込まれ、定着した外来種＊が、在来種＊の生息・生育場所

を奪い、交雑による遺伝的かく乱等の影響を及ぼしています。一度拡大した外来種の分布

を抑えることは非常に困難です。 

 海洋プラスチックごみによる生きもの・生態系への影響が、世界的に懸念されています。 

第３の危機：人間により持ち込まれたものによる危機 

 地球温暖化に伴う気候変動によって、生きものの分布の変化や生態系へ影響を及ぼして

います。 

 海水面の上昇によって、干潟などの沿岸域の生態系に影響を与え、また、海水温度の上昇

等によるサンゴの白化が起きています。 

 気候変動によって、生態系が大きく変化し、種の多くが絶滅するリスクが予測されていま

す。 

第４の危機：地球環境の変化による危機 



 

29 

第

６

章 

第

１

章 

第

２

章 

第

３

章 

第

４

章 

第

５

章 

資

料

編 

２）生物多様性に関する国分寺市の現状と課題 
① 国分寺市の成立ち 

■ 国分寺崖
がい

線
せん

＊ 

本市は、武蔵野台地上にあり、国分寺崖線を境に、北側に位置する高い地域の「武蔵野段

丘」と南側に位置する低い地域の「立川段丘」に分かれます。今から約15万年～７万年前の多

摩川が流路を変えながら大量の土砂を積み上げて造り上げたものが武蔵野台地の原型であり、

その後、地球の寒冷化に伴い海面が低下したため、多摩川の流れが急になり、武蔵野段丘を

削り取って立川段丘を造り上げました。この際に、武蔵野段丘と立川段丘の境にできた傾斜地

が現在の国分寺崖線の原型となっています。崖線の下では、武蔵野段丘で涵
かん

養された地下水

が湧き出ている箇所が多数見られ、それらの湧水が集まり、野川となって流れています。 

 

 
国分寺市の地形分類図 

出典：  「震災対策基礎調査報告書」（昭和50年1月）を一部加工 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

国分寺崖線の地質断面図 
出典：  「震災対策基礎調査報告書」（昭和 50 年 1 月）を一部加工  

国分寺市の地形の様子 
出典： 「ふるさと国分寺のあゆみ」  
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■ 新田開発 

江戸時代初期では、現在の東元町・西元町付近を中心とする国分寺村と、東恋ヶ窪・西恋ヶ

窪を中心とする恋ヶ窪村の２つの村しかなく、畑を中心とした耕作が行われ、他は人が住まない

未開発の原野でした。 

その後、享保年間（1716年から1735年まで）、江戸幕府の新田開発の奨励のもと、国分寺

崖
がい

線
せん

上の武蔵野段丘の原野にも玉川上水からの分水が引かれ、農業用水及び生活用水の利

用によって、中藤新田、野中新田、戸倉新田などの新田開発が進みました。あわせて、武蔵野

の雑木林＊は、農用林・薪炭林として利用され、炭焼きが盛んに行われていました。これらの一

部は、西恋ヶ窪緑地や恋ヶ窪緑地などで樹林地として残っています。また、五日市街道沿いの

一部の地域などでは、冬季に吹く強い北風から家屋を守る防風林＊の役割を担っていた屋敷

林＊が残されています。 

 
玉川上水と市内の分水の様子（江戸～明治時代） 

出典： 「恋ヶ窪村分水リーフレット」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国分寺市域内旧村区分図 
出典： 「ふるさと国分寺のあゆみ」  

江戸名所図会 「国分寺村 炭がま」 
出典： 「東京都公文書館ホームページ」 
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■ 都市化の進展 

明治維新を経て、我が国の近代化が進む中、明治22（1889）年に甲武鉄道（現在のJR中

央本線）が開通し、国分寺駅の開業とともに駅を中心に都市化が進みました。さらに、明治27

（1894）年に国分寺・東村山間の川越鉄道（現在の西武国分寺線）が開通し、その後進められ

た別荘の誘致と、鉄道の新設や道路整備などによる交通機関の発達、関東大震災後の東京市

民の郊外移住などにより、人口は徐々に増えていきました。なお、市内のまとまった緑である株

式会社日立製作所中央研究所や都立殿ヶ谷戸庭園は、いずれも別荘地だったものです。 

第２次世界大戦後になると、本市は首都近郊の住宅地として注目され、戸建て住宅とともに

都営住宅などの住宅団地の建設が行われるようになりました。その結果、市域全体にわたって

住宅開発が進み、農地や屋敷林＊、国分寺崖
がい

線
せん

＊の斜面緑地などの緑が減少していきました。 

現在、かつてほどの急速な市街化は見られなくなりましたが、宅地化による農地や樹林地の

減少は、依然として続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典： 「ふるさと国分寺のあゆみ」を一部加工 

市内の緑の変遷 

明治 45 年頃 昭和 30 年頃 昭和 60 年頃 


